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道路交通騒音・振動の調査結果について 

 

横須賀市では、市内の幹線道路１）９路線９地点（年１回）で、道路交通騒音及び振動の測

定を実施した。 

 

１ 道路交通騒音の測定結果 

 

 （１）環境基準２）達成状況及び要請限度３）の適否状況 

   昼間は９地点中８地点で、夜間は９地点中７地点で、環境基準を達成し、す 

  べての地点で昼間、夜間とも要請限度を下回った。 

No 路線名 測定地点 

環境基準 

達成状況 

要請限度 

適否状況 

昼間 夜間 昼間 夜間 

１ 一般国道16号線 東逸見町１丁目19先 × × ○ ○ 

２ 横浜横須賀道路 大矢部４丁目34-４先 ○ ○ ○ ○ 

３ 横浜横須賀道路 阿部倉32-７先 ○ ○ ○ ○ 

４ 一般国道134号線 大津町３丁目３-１先 ○ ○ ○ ○ 

５ 県道横須賀三崎線 佐野町３丁目14先 ○ × ○ ○ 

６ 三浦縦貫道路 太田和３丁目先 ○ ○ ○ ○ 

７ 県道横須賀葉山線 公郷町２丁目21先 ○ ○ ○ ○ 

８ 県道久里浜港久里浜停車場線 久里浜７丁目14-６先 ○ ○ ○ ○ 

９ 市道6836号線 池上６丁目２-２先 ○ ○ ○ ○ 

   ［時間区分］ 昼間：６～22時 夜間：22～６時 

   ［環境基準達成状況］ ○：達成 ×：非達成 

   ［要請限度適否状況］ ○：要請限度を下回る ×：要請限度を上回る 

 

 （２）面的評価４）の結果（環境基準達成状況） 

   調査対象区間における住居等の総戸数は9,331戸で、そのうち昼間・夜間ともに環境基

準を達成したのは、8,829戸（達成率 94.6％）でした。 

評価対象 

住 居 等 

戸  数 

昼間・夜間とも 

基準値以下 

昼間のみ 
基準値以下 

夜間のみ 
基準値以下 

昼間・夜間とも 
基準値超過 

戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 

9,331 8,829 94.6 379 4.1 0 0 123 1.3 

   ［時間区分］ 昼間：６～22時 夜間：22～６時 

   ［評価路線］ 10路線（騒音測定を行った９路線と、騒音測定結果を準用して評価 

          した１路線（県道横須賀停車場線）について評価した） 

別紙３ 
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２ 道路交通振動の測定結果 

  すべての地点で昼間、夜間とも要請限度を下回った。 

 

   要請限度の適否状況 

No 路線名 測定地点 

要請限度 

適否状況 

昼間 夜間 

１ 一般国道16号線 東逸見町１丁目19先 ○ ○ 

２ 横浜横須賀道路 大矢部４丁目34-４先 ○ ○ 

３ 横浜横須賀道路 阿部倉32-７先 ○ ○ 

４ 一般国道134号線 大津町３丁目３-１先 ○ ○ 

５ 県道横須賀三崎線 佐野町３丁目14先 ○ ○ 

６ 三浦縦貫道路 太田和３丁目先 ○ ○ 

７ 県道横須賀葉山線 公郷町２丁目21先 ○ ○ 

８ 県道久里浜港久里浜停車場線 久里浜７丁目14-６先 ○ ○ 

９ 市道6836号線 池上６丁目２-２先 ○ ○ 

   ［時間区分］ 昼間：８～19時 夜間：19～８時 

   ［要請限度適否状況］ ○：要請限度を下回る ×：要請限度を上回る 

 

３ 測定路線図 

 

⑩は②の騒音測定結果を準用し、

面的評価のみ実施した。 
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    用語解説 

      １）幹線道路：交通量が比較的多い路線の中から、計画的に調査対象道路を選定しています。 

      ２）環境基準：環境基本法第16条に基づき定められた、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維

持されることが望ましい基準です。 

      ３）要請限度：地方公共団体が道路管理者に対して、騒音低減に係る要請を行う目安となる指標です。要請

限度をこえていることにより道路の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認める場合は、地方公共

団体は道路管理者に対して要請を行います。  

      ４）面的評価：幹線道路に面した一定の地域において、騒音レベルが環境基準をどの程度満足しているかを

示す道路交通騒音の評価方法です。高速道路、国道、県道、４車線以上の市道などの幹線道路に面する地

域での騒音を、幹線道路から50ｍの範囲にある全ての住居等を対象に、実測値や推計によって騒音レベル

の状況を把握し、環境基準に適合している戸数の割合を算出して評価します。 

 

 

 

  今後の取組み   

  ・騒音規制法及び振動規制法に基づき、自動車騒音の常時監視及び道路交通振動の測定

を継続して実施し、市民等へ情報提供を行っていく。 

  ・調査結果については、道路の改修又は維持管理上の参考となるよう、道路管理者へ情

報提供を行います。 
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道路交通騒音・振動の調査結果について（資料編） 

 

横須賀市では、市内の幹線道路９路線９地点（年１回）で、道路交通騒音及び振動の測定

を実施した。 

 

１ 調査期間 

  平成24年11月７日 10時 ～ 平成24年11月８日 10時 

 

２ 調査路線及び評価区間 

  

No 路線名
区間延長

(km)
起点住所 終点住所

1 一般国道16号線 6.1 小川町13先 船越町１丁目55先

2 横浜横須賀道路 1.6 佐原インター先 衣笠インター先

3 横浜横須賀道路 4.7 衣笠インター先 田浦大作町先

4 一般国道134号線 5.3 三春町２丁目17先 久里浜４丁目13先

5 県道横須賀三崎線 3.5 大滝町１丁目５先 公郷町２丁目11先

6 三浦縦貫道路 5.1 衣笠町26先 林５丁目９先

7 県道横須賀葉山線 2.1 根岸３丁目５先 公郷町２丁目11先

8 県道久里浜港久里浜停車場線 1.5 久里浜４丁目13先 久里浜７丁目31先

9 市道6836号線 0.9 山中町150-２先 池上７丁目10先

10 県道横須賀停車場線(準用) 0.3 東逸見町１丁目先 汐入町２丁目先

合　　　　計 31.1  
  ※№10は№２の騒音測定結果を準用し面的評価のみ実施した。 

   騒音及び振動の測定はしていない。 

 

⑩は②の騒音測定結果を準用し、

面的評価のみ実施した。 
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３ 測定方法及び評価方法 

（１）測定方法 

  騒音 JISZ8731騒音レベル測定方法により、連続した24時間の毎正時から10分間測定する。 

  振動 JISZ8735振動レベル測定方法により、連続した24時間のデータを測定する。 

 

（２）評価方法 

  騒音 等価騒音レベルで、環境基準と比較する。 

  振動 測定値80%レンジ上端値で、要請限度と比較する。 

 

４ 道路交通騒音調査及び面的評価の結果 

（１）騒音測定結果、環境基準達成状況及び要請限度適否状況 

   昼間は９地点中８地点で、夜間は９地点中７地点で、環境基準を達成し、すべての 

地点で昼間、夜間とも要請限度を下回った。 

  

単位：デシベル

達成 基準値 適否 限度

近隣商業地域 昼間 71 × 70 ○ 75

４車線 夜間 67 × 65 ○ 70

第一種住居地域 昼間 51 ○ 70 ○ 75

４車線 夜間 46 ○ 65 ○ 70

市街化調整区域 昼間 66 ○ 70 ○ 75

４車線 夜間 60 ○ 65 ○ 70

第二種住居地域 昼間 67 ○ 70 ○ 75

４車線 夜間 62 ○ 65 ○ 70

近隣商業地域 昼間 69 ○ 70 ○ 75

２車線 夜間 66 × 65 ○ 70

市街化調整区域 昼間 53 ○ 70 ○ 75

２車線 夜間 46 ○ 65 ○ 70

近隣商業地域 昼間 66 ○ 70 ○ 75

２車線 夜間 62 ○ 65 ○ 70

準工業地域 昼間 66 ○ 70 ○ 75

4車線（一部区間2車線） 夜間 58 ○ 65 ○ 70

第一種住居地域 昼間 69 ○ 70 ○ 75

４車線 夜間 63 ○ 65 ○ 70

3 横浜横須賀道路

No 路線名 測定場所
用途地域

及び
車線数

時間

区分

測定値

(等価

騒音

ﾚﾍﾞﾙ)

県道横須賀三崎線 佐野町３丁目14先

環境基準 要請限度

1 一般国道16号線 東逸見町１丁目19先

2 横浜横須賀道路 大矢部４丁目34-４先

公郷町２丁目21先

8
県道久里浜港久里浜
停車場線

久里浜７丁目14-６先

9

阿部倉32-７先

4 一般国道134号線 大津町３丁目３-１先

5

市道6836号線 池上６丁目２-２先

6 三浦縦貫道路 太田和３丁目先

7 県道横須賀葉山線

 
   ［時間区分］ 昼間：６～22時 夜間：22～６時 

   ［環境基準達成状況］ ○：達成 ×：非達成 

   ［要請限度適否状況］ ○：要請限度を下回る ×：要請限度を上回る 
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（２）面的評価の結果 

   調査対象区間における住居等の総戸数は9,331戸で、そのうち昼間・夜間ともに環境基

準を達成したのは、8,829戸（達成率 94.6％）でした。 

  

戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％

1 一般国道16号線 2,678 2,539 94.8 28 1.1 0 0.0 111 4.1

2 横浜横須賀道路 421 421 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 横浜横須賀道路 13 13 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

4 一般国道134号線 1,933 1,933 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5 県道横須賀三崎線 1,917 1,564 81.6 345 18.0 0 0.0 8 0.4

6 三浦縦貫道路 364 364 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

7 県道久里浜港久里浜停車場線 518 518 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

8 県道横須賀葉山線 1,105 1,101 99.6 4 0.4 0 0.0 0 0.0

9 市道6836号線 181 181 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

10 県道横須賀停車場線 201 195 97.0 2 1.0 0 0.0 4 2.0

合　　　　計 9,331 8,829 94.6 379 4.1 0 0.0 123 1.3

No 路線名
評価対象

住 居 等

戸　　数

昼間・夜間とも

基準値以下

昼間のみ

基準値以下

夜間のみ

基準値以下

昼間・夜間とも

基準値超過

 

   ［時間区分］ 昼間：６～22時 夜間：22～６時 

   ［評価路線］ 10路線（№10は№２の騒音測定結果を準用して評価した） 

 

５ 道路交通振動調査の結果 

  すべての地点で昼間、夜間とも要請限度を下回った。 

  

単位：デシベル

適否 限度

昼間 33 ○ 70
夜間 28 ○ 65
昼間 18 ○ 65
夜間 14 ○ 60
昼間 38 ○ 65
夜間 30 ○ 60
昼間 34 ○ 65
夜間 29 ○ 60
昼間 42 ○ 70
夜間 36 ○ 65
昼間 18 ○ 65
夜間 13 ○ 60
昼間 40 ○ 70
夜間 35 ○ 65
昼間 30 ○ 70
夜間 23 ○ 65
昼間 45 ○ 65
夜間 38 ○ 60

久里浜７丁目14-６先 準工業地域

9 市道6836号線 池上６丁目２-２先 第一種住居地域

7 県道横須賀葉山線 公郷町２丁目21先 近隣商業地域

8
県道久里浜港久里浜
停車場線

5 県道横須賀三崎線 佐野町３丁目14先 近隣商業地域

6 三浦縦貫道路 太田和３丁目先 市街化調整区域

3 横浜横須賀道路 阿部倉32-７先 市街化調整区域

4 一般国道134号線 大津町３丁目３-１先 第二種住居地域

1 一般国道16号線 東逸見町１丁目19先 近隣商業地域

2 横浜横須賀道路 大矢部４丁目34-４先 第一種住居地域

No 路線名 測定場所 用途地域
時間

区分

測定値

(80%ﾚﾝ

ｼﾞ上端

値)

要請限度

 

   ［時間区分］ 昼間：８～19時 夜間：19～８時 

   ［要請限度適否状況］ ○：要請限度を下回る ×：要請限度を上回る 
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６ 環境基準及び要請限度 

（１）騒音に係る環境基準（抜粋） 

  

昼　間 夜　間

午前６時～午後10時 午後10時～午前６時

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

その他の地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

60デシベル以下

Ａ地域のうち２車線以
上の車線を有する道路

に面する地域（注１）

Ｂ地域のうち２車線以
上の車線を有する道路
に面する地域

Ｃ地域のうち車線を有
する道路に面する地域

地域の区分 地域の類型の該当地域

60デシベル以下 55デシベル以下

60デシベル以下65デシベル以下

65デシベル以下

 

  この場合において、幹線交通を担う道路（注２）に近接する空間（注３）については、上表に

かかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

  

基　準　値

昼　間 夜　間

70デシベル以下 65デシベル以下
 

 

  （注１）道路に面する地域：自動車運行に伴う騒音が支配的な音源である地域のことで

あり、環境基準達成状況の評価を行うにあたっては道路端より50ｍの範囲とさ

れている。 

  （注２）幹線交通を担う道路：一般国道、高速自動車国道、都道府県道及び市町村道(市

町村道にあっては４車線以上の区間に限る。) 等をいう。 

  （注３）幹線交通を担う道路に近接する空間：２車線以下の車線を有する道路の場合は

道路端から15ｍ、２車線を超える車線を有する道路の場合は道路端から20ｍま

での範囲を指し、近接空間ともいう。また、道路端より50ｍの評価範囲のうち

近接空間以外の場所を非近接空間という。 
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（２）騒音に係る要請限度（抜粋） 

  

単位：デシベル

昼　間 夜　間

午前６時～午後10時 午後10時～午前６時

第一種・第二種低層住居専用地域、

第一種・第二種中高層住居専用地、

第一種・第二種住居地域、準住居地域のうち

１車線を有する道路に面する区域

第一種・第二種低層住居専用地域、

第一種・第二種中高層住居専用地域のうち

２車線以上の車線を有する道路に面する区域

第一種・第二種住居地域、準住居地域のうち

２車線以上の車線を有する道路に面する区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域のうち車線を有する道路に面する区域

70 65

区域の区分

65 55

75 70

 

  上表に揚げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域（２車線以下の車線を有す

る道路の場合は道路の敷地の境界線から15ｍ、２車線を超える車線を有する道路の場合

は敷地の境界線から20ｍまでの範囲をいう。）に係る限度は上表にかかわらず、特例とし

て次表のとおりとする。 

  

単位：デシベル

基　準　値

昼　間 夜　間

75 70
 

 

（３）振動に係る要請限度 

  

単位：デシベル

昼　間 夜　間

午前８時～午後７時 午後７時～午前８時

第一種・第二種低層住居専用地域

第一種・第二種中高層住居専用地

第一種・第二種住居地域

準住居地域、その他の地域

近隣商業地域、商業地域

準工業地域、工業地域
70 65

区域の区分

65 60
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